
介護保険からのお知らせ

住民異動住民異動届におけ届における本人確本人確認住民異動住民異動届におけ届におけるる本人確本人確認認
　近年、虚偽の届出事件が増え全国的に問題となっています。そこで10月１日から、住
民異動届の届出人（実際に窓口に来られた方）の本人確認を行うことになりました。
　窓口に届出を持ってこられた方には、運転免許証、パスポート等を提示していただきま
すので、確認できるものを忘れずにお持ち下さい。

・転入届、転出届、転居届

・ 自動車運転免許証、パスポート、住基
カード、身体障害者手帳、療育手帳、
健康保険証、外国人登録証明書等

※ 届出人（実際に窓口に来た人）の本人確認が
できなかった場合…届出があったことを、異
動者本人に役場から通知します。

【問合せ】
　　町民税務課　 TEL. 47－8015
　　今庄・生活企画室 TEL. 45－8000
　　河野・生活企画室 TEL. 48－7701

本人確認の対象となる届出

本人確認用書類等

おねがいしますおねがいしますおねがいしますおねがいします

介護保険施設などの
利用料が変わります。

平成１７年
１０月から

・介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設）の利用者 居住費、食費
・ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）の利用者 滞在費、食費
・デイサービス（通所介護）、デイケア（通所リハビリテーション）の利用者 食費

対象となる方及び見直しが行われる費用

(1) 居住費（ショートステイの場合は滞在費）
　居室は、多床室（相部屋）、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室の４つに区分
されます。多床室（相部屋）については光熱水費相当、従来型個室・ユニット型準個室・ユニッ
ト型個室については室料と光熱水費相当が自己負担金になります。
(2) 食費
　食材料費と調理費相当が自己負担金になります。
＊具体的な金額については、各施設で設定されることになります。

見直し内容

　世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられる方の
場合は、施設利用・ショートステイの居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。

介護保険施設の居住費・食費の負担額（ショートステイを含む）

【問合せ】　保健福祉課高齢者対策室　TEL.47－８００９



予防接種のお知らせ 保  健  福  祉  課　 47・8007
今庄・福祉推進室　 45・8001
河野・福祉推進室　 48・7704

麻しん及び風しんの予防接種
　平成18年４月１日から予防接種法の一部が改正され、麻しん及び風しんの予防接種対象者（接種年齢）
及び接種方法が変わります。
　現在、１歳～７歳６か月未満のお子さんで、麻しん及び風しんの両方またはどちらかが未接種の方は
平成18年３月31日までに早めに受けましょう。
　もし受けないまま４月になりますと任意接種となりますのでご注意ください。
改正内容は次のとおりです。

改正前（現在の実施方法） 改正後

期間 平成18年３月31日 平成18年４月1日～

対象疾病
（ワクチン）

麻しん 風しん 麻しん風しん混合

対象者 １歳から７歳６か月未満
第１期 1歳から2歳未満

第2期
（注

5歳以上7歳未満で期間は
小学校入学前の１年間

接種回数 １回 １回 各期1回（計2回）

（注  平成18年3月31日までに麻
しん、風しん予防接種を両方
又はいずれかを受けた方を除
きます。

インフルエンザの予防接種
～インフルエンザは風邪とは違う注意が必要な感染症です～

　これから寒くなり、空気が乾燥してくる季節。そして冬になると、インフルエンザが流行し出します。
　ワクチンの接種や、日頃の注意などでインフルエンザにかからないよう、また、重くならないように
しましょう。町では、高齢者の方にはインフルエンザ予防接種の補助（半額補助）を行っています。
　対象となる方には通知をしていますので、早めに接種していただくことをお勧めします。

●予防接種の対象となる方
　 　昭和15年 12月 31日までに生まれた
　満65歳到達の方
●予防接種補助の有効期間
　　平成17年10月 14日㈮から
　　平成18年 1月 13日㈮
　　※ハガキを持参してください。
Qいつ頃の接種がいいでしょう
　インフルエンザワクチンは接種してから実際に効
果を発揮するまでに約２週間かかります。流行期間
が12～３月ですから、11月中頃までには接種を終
えておくとより効果的でしょう。
Q予防接種は効果があるの？
　予防接種はインフルエンザにかかることや、かかって
も重症になることを防ぐ効果があります。インフルエン
ザの予防接種は任意ですので接種費用は自己負担です。

●予防接種が受けられる医療機関

ありが医院　 45・2950　　河野診療所　 48・2610
今庄診療所　 45・0030　　花 岡 医 院 　 47・2226
加 藤 医 院 　 47・3233　　山本内科医院　 47・3070

※ 越前市（10月１日、武生市、今立町の合併による）、鯖江市、
池田町内の医療機関でも受けられますので、希望の医療機
関にお問い合わせください。

　 予防接種を受けるときは、自分の健康状態（持病など）を
医師にはっきりと伝えてください。

Qインフルエンザの症状は？
　一般的に40℃近い高熱が出て、身体の節々が痛む
のが特徴です。
　小児の場合には、筋肉痛で一時的に立てなくなると
きもあります。その他、喉の痛みや頭痛、咳、悪寒な
どがあります。胃腸障害を併発する場合もあります。

※心臓病、腎臓病、血液やその他の慢性の病気で治療を受けている方は、予防接種の前に主治医と相談してください。


